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告告 示示

宮崎県告示第 313号

次の医療機関を、救急病院等を定める省令（昭和39年厚生省令第

８号）第１条第１項に規定する救急病院と認定した。

平成23年４月21日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 名称及び所在地

２ 救急病院の認定の有効期間

平成23年４月１日から平成26年３月31日まで

宮崎県告示第 314号

次の医療機関は、救急病院等を定める省令（昭和39年厚生省令第

８号）第１条第１項に規定する救急病院等を辞退した。

平成23年４月21日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

名称及び所在地

宮崎県告示第 315号

身体障害者福祉法（昭和24年法律第 283号）第15条第１項の規定

により、身体障害者手帳の交付申請に要する診断書を作成する医師

を次のとおり指定した。

平成23年４月21日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県告示第 316号

所 在 地名 称

西都市大字妻1550番地西都児湯医療センター

所 在 地名 称

西都市大字妻1537番地西都医師会病院

指定年月日診療科目

従事する医療機関

医師の氏名

所在地名 称

平成23年４

月１日

内科・神

経内科

日南市愛泉会日南

病院

峰 松 俊 夫

平成23年４

月１日

循環器科都城市社団法人八

日会 藤元

早鈴病院

二 宮 雄 一

平成23年４

月１日

内科・外

科・整形

外科・小

児科・リ

ハビリテ

ーション

科

西米良

村

国民健康保

険 西米良

診療所

窓 村 一 紘
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漁業災害補償法（昭和39年法律第 158号。以下「法」という。)

第 108条第５項において準用する法第 105条の２第３項の規定によ

る届出を審査した結果、当該加入区に係る法第 108条第２項の規定

による特定第２号漁業者の同意が同項に規定する要件に適合すると

認めた。

平成23年４月21日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県告示第 317号

漁業災害補償法（昭和39年法律第 158号。以下「法」という。)

第 108条第５項において準用する法第 105条の２第３項の規定によ

る届出を審査した結果、当該加入区に係る法第 108条第２項の規定

による特定第２号漁業者の同意が同項に規定する要件に適合すると

認めた。

平成23年４月21日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県告示第 318号

漁業災害補償法（昭和39年法律第 158号。以下「法」という。)

第 108条第５項において準用する法第 105条の２第３項の規定によ

る届出を審査した結果、当該加入区に係る法第 108条第２項の規定

による特定第２号漁業者の同意が同項に規定する要件に適合すると

認めた。

平成23年４月21日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県告示第 319号

地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第 158条第１項の規定

により、歳入の収納の事務を次のとおり委託した。

平成23年４月21日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

平成23年２月28日同意成立の届出年月日

延岡市

古谷幸春

延岡市

日野淳一朗

発起人の住所及び氏名

延岡市第二加入区加 入 区 の 名 称

延岡市漁業協同組合の地区のうち旧土

々呂漁業協同組合の地区及び旧鯛名漁

業協同組合の地区

区 域

旧鯛名漁業協同組合の地区の者が営む

小型機船底びき網等漁業

区 分

平成23年２月28日同意成立の届出年月日

延岡市

柳田靖彦

延岡市

二見清

発起人の住所及び氏名

延岡市第二加入区加 入 区 の 名 称

延岡市漁業協同組合の地区のうち旧土区 域

平成23年２月28日同意成立の届出年月日

延岡市

有限会社鶴島網

延岡市

西良水産有限会社

発起人の住所及び氏名

島浦町加入区加 入 区 の 名 称

島浦町漁業協同組合の地区区 域

中型まき網漁業及び小型まき網漁業区 分

委 託 期 間委 託 先委託した収納事務

平成23年４月１日から

平成24年３月31日まで

宮崎県信用漁業

協同組合連合会

沿岸漁業改善資金貸

付金に係る債権につ

いての保全及び取立

てに関する事務

々呂漁業協同組合の地区及び旧鯛名漁

業協同組合の地区

旧鯛名漁業協同組合の地区の者が営む

小型漁船漁業であって小型機船底びき

網等漁業以外のもの

区 分

宮崎県告示第 320号

漁業災害補償法に基づく区域及び区分の指定（平成14年宮崎県告示第 427号）の一部を次のように改正し、平成23年４月21日から適用す

る。

なお、同日前に責任期間が始まる共済契約については、なお従前の例による。

平成23年４月21日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前
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区 分区 域
加入区

の名称

［略］

１ ［略］

２ 小型まぐろ漁業及びさし網漁業

（総トン数10トン以上の漁船によ

り、さし網を使用して行う漁業を

いう。）

３ 宮崎漁業協同組合の地区の者が

営む小型漁船漁業

４ 檍浜漁業協同組合の地区の者が

営む小型漁船漁業

檍浜漁業協同組

合の地区及び宮

崎漁業協同組合

の地区

中部加

入区

［略］

区 分区 域
加入区

の名称

［略］

１ ［略］

２ 小型まぐろ漁業

３ さし網漁業（総トン数10トン以

上の漁船により、さし網を使用し

て行う漁業をいう。）

４ 小型漁船漁業

檍浜漁業協同組

合の地区及び宮

崎漁業協同組合

の地区

中部加

入区

［略］

宮崎県告示第 321号

道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第１項の規定により、道

路の区域を次のとおり変更する。

なお、関係図面は、平成23年４月21日から平成23年５月５日まで

宮崎県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。

平成23年４月21日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県告示第 322号

道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第１項の規定により、道

路の区域を次のとおり変更する。

なお、関係図面は、平成23年４月21日から平成23年５月５日まで

宮崎県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。

平成23年４月21日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県告示第 323号

道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第１項の規定により、道

路の区域を次のとおり変更する。

なお、関係図面は、平成23年４月21日から平成23年５月５日まで

宮崎県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。

平成23年４月21日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県告示第 324号

道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第１項の規定により、道

路の区域を次のとおり変更する。

なお、関係図面は、平成23年４月21日から平成23年５月５日まで

宮崎県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。

平成23年４月21日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

延 長

（メートル）

敷地の
幅 員

（メートル）

新旧

の別
区 間路線名

道路の

種 類

路線

番号

419．410．2～

12．4

旧都城市太郎

坊町1903番

１地先から

同市同町19

85番６地先

まで

国道 2

21号

国道

420．012．8～

23．1

新

延 長

（メートル）

敷地の
幅 員

（メートル）

新旧

の別
区 間路線名

道路の

種 類

路線

番号

61．26．6～

9．4

旧東臼杵郡椎

葉村大字下

福良字下水

流 107番25

地先から同

郡同村同大

字同字 107

番25地先ま

国道 2

65号

国道

61．28．8～

19．3

新

で

延 長

（メートル）

敷地の
幅 員

（メートル）

新旧

の別
区 間路線名

道路の

種 類

路線

番号

78．011．6～

22．3

旧児湯郡新富

町大字新田

字坂ノ上48

71番１地先

から同郡同

町同大字同

字4872番８

地先まで

宮崎高

鍋線

県道44

78．014．6～

22．3

新

延 長

（メートル）

敷地の
幅 員

（メートル）

新旧

の別
区 間路線名

道路の

種 類

路線

番号

80．05．8～

12．0

旧えびの市大

字岡松字永

木場吉

松えび

県道102
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宮崎県告示第 325号

道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第１項の規定により、道

路の区域を次のとおり変更する。

なお、関係図面は、平成23年４月21日から平成23年５月５日まで

宮崎県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。

平成23年４月21日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県告示第 326号

道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第２項の規定により、道

路の供用を次のとおり開始する。

なお、関係図面は、平成23年４月21日から平成23年５月５日まで

宮崎県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。

平成23年４月21日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県告示第 327号

道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第２項の規定により、道

路の供用を次のとおり開始する。

なお、関係図面は、平成23年４月21日から平成23年５月５日まで

宮崎県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。

平成23年４月21日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県告示第 328号

道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第２項の規定により、道

路の供用を次のとおり開始する。

なお、関係図面は、平成23年４月21日から平成23年５月５日まで

宮崎県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。

平成23年４月21日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県告示第 329号

道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第２項の規定により、道

路の供用を次のとおり開始する。

なお、関係図面は、平成23年４月21日から平成23年５月５日まで

宮崎県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。

平成23年４月21日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

延 長

（メートル）

敷地の
幅 員

（メートル）

新旧

の別
区 間路線名

道路の

種 類

路線

番号

47．713．0～

14．9

旧宮崎市大字

浮田字井倉

593番１地

先から同市

同大字同字

594番６地

先まで

生目浮

田線

県道334

47．713．0～

27．5

新

供用開始の期日区 間路線名
道路の

種 類

路線

番号

平成23年４月21日都城市太郎

坊町1903番

１地先から

同市同町19

85番６地先

まで

国道 2

21号

国道

牟田 452番

１地先から

同市同大字

字枯木ケ迫

441番１地

先まで

の線

80．09．0～

25．0

新
供用開始の期日区 間路線名

道路の

種 類

路線

番号

平成23年４月21日東臼杵郡椎

葉村大字下

福良字下水

流 107番25

地先から同

郡同村同大

字同字 107

番25地先ま

で

国道 2

65号

国道

供用開始の期日区 間路線名
道路の

種 類

路線

番号

平成23年４月21日児湯郡新富

町大字新田

字坂ノ上48

71番１地先

から同郡同

町同大字同

字4872番８

地先まで

宮崎高

鍋線

県道44

供用開始の期日区 間路線名
道路の

種 類

路線

番号

平成23年４月21日えびの市大

字岡松字永

牟田 452番

１地先から

同市同大字

字枯木ケ迫

441番１地

木場吉

松えび

の線

県道102
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宮崎県告示第 330号

道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第２項の規定により、道

路の供用を次のとおり開始する。

なお、関係図面は、平成23年４月21日から平成23年５月５日まで

宮崎県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。

平成23年４月21日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

地方税法（昭和25年法律第 226号）第 144条の９第３項の規定に

より軽油引取税に係る特約業者の指定を次のとおり取り消した。

平成23年４月21日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 名称及び代表者の氏名

合資会社 小川忠良商店

代表社員 小川幸子

２ 主たる事務所の所在地

児湯郡都農町大字川北4802番地

３ 指定取消年月日

平成23年２月15日

入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律（昭和41

年法律第 126号）第６条第１項の規定により、次の入会林野整備組

合の入会林野整備計画を適当と決定した。

なお、同法第６条第４項の規定により、当該入会林野整備計画書

の写しを宮崎県環境森林部山村・木材振興課及び延岡市役所におい

て、平成23年５月23日までの間公衆の縦覧に供する。

平成23年４月21日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 名 称

長井入会林野整備組合

２ 事務所の所在地

延岡市北川町長井5412番地

３ 代表者の住所及び氏名

延岡市北川町長井5412番地

甲斐 速美

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項の規

定により、大規模小売店舗の変更に関する届出があったので、届出

書その他関係書類を次のとおり縦覧に供する。

なお、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活

環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、本日

から４月以内に宮崎県知事に意見書を提出することができる。

平成23年４月21日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地

生活協同組合コープみやざき日南店

日南市吾田西１丁目 730番地４

２ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法

人にあっては代表者の氏名

生活協同組合コープみやざき 代表理事 亀田高秀

宮崎市瀬頭２丁目10番26号

３ 変更した事項

茨 大規模小売店舗の名称

（変更前）（仮称）生活協同組合コープみやざき日南王子店

（変更後） 生活協同組合コープみやざき日南店

４ 変更年月日

平成23年４月１日

５ 変更した理由

店舗名称が決定したため

６ 届出年月日

平成23年４月12日

７ 届出書その他関係書類の縦覧場所及び期間

茨 場所

宮崎県商工観光労働部商業支援課、宮崎県西臼杵支庁総務課

、宮崎県日南県税・総務事務所総務商工センター、宮崎県都城

県税・総務事務所総務商工センター及び宮崎県延岡県税・総務

事務所総務商工センター

芋 期間

平成23年４月21日から平成23年８月22日まで

８ 意見書の提出先及び期間

茨 提出先

宮崎県商工観光労働部商業支援課

芋 期間

平成23年４月21日から平成23年８月22日まで

９ 意見書の記載事項

意見書には、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地

域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見ととも

に、意見書提出者の氏名又は名称及び住所並びに当該大規模小売

店舗の名称を日本語により記載すること。

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第８条第１項の規

定により、宮崎市から意見を聴取したので、当該意見を記載した書

面を次のとおり縦覧に供する。

平成23年４月21日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地

クロスモール清武

宮崎市清武町正手２丁目32番地 外６筆

２ 意見の概要

意見を有しない

３ 意見を記載した書面の縦覧場所及び期間

供用開始の期日区 間路線名
道路の

種 類

路線

番号

平成23年４月21日宮崎市大字

浮田字井倉

593番１地

先から同市

同大字同字

594番６地

先まで

生目浮

田線

県道334

公公 告告

先まで
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茨 場所

宮崎県商工観光労働部商業支援課、宮崎県西臼杵支庁総務課

、宮崎県日南県税・総務事務所総務商工センター、宮崎県都城

県税・総務事務所総務商工センター及び宮崎県延岡県税・総務

事務所総務商工センター

芋 期間

平成23年４月21日から平成23年５月23日まで

家畜伝染病予防法（昭和26年法律第 166号）第13条第１項の規定

により、次のとおり家畜伝染病が発生した旨の届出があった。

平成23年４月21日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

測量法（昭和24年法律第 188号）第14条第１項の規定により、基

本測量の実施について、国土交通省国土地理院長から次のとおり通

知があった。

平成23年４月21日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 作業の種類

基本測量（機動観測）

２ 作業地域

えびの市

３ 作業期間

平成23年４月１日から平成24年３月31日まで

測量法（昭和24年法律第 188号）第14条第２項の規定により、宮

崎県公報第2184号により公告した基本測量「電子国土基本図（地図

情報）」が平成23年３月31日終了した旨、国土交通省国土地理院長

から通知があった。

平成23年４月21日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

測量法（昭和24年法律第 188号）第14条第２項の規定により、宮

崎県公報第2210号により公告した基本測量（基準点測量）が平成23

年３月22日終了した旨、国土交通省国土地理院長から通知があった

。

平成23年４月21日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

測量法（昭和24年法律第 188号）第14条第２項の規定により、宮

崎県公報第2236号により公告した基本測量（基盤地図情報整備作業

）が平成23年３月25日終了した旨、国土交通省国土地理院長から通

知があった。

平成23年４月21日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

測量法（昭和24年法律第 188号）第14条第２項の規定により、宮

崎県公報第2248号により公告した基本測量（基盤地図情報整備作業

）が平成23年３月25日終了した旨、国土交通省国土地理院長から通

知があった。

平成23年４月21日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

測量法（昭和24年法律第 188号）第39条において準用する同法第

14条第１項の規定により、公共測量の実施について、宮崎地方法務

局長から次のとおり通知があった。

平成23年４月21日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 作業の種類

公共測量（不動産登記法第14条地図作成）

２ 作業期間

平成23年３月31日から平成24年３月18日まで

３ 作業地域

宮崎市大字本郷北方の一部、大字本郷南方の一部、希望ヶ丘３

丁目

測量法（昭和24年法律第 188号）第39条において準用する同法第

14条第２項の規定により、宮崎県公報第2246号により公告した公共

測量（新田土地区画整理事業 ４級基準点測量及び街区・画地出来

形確認測量）が平成23年３月31日終了した旨、都城市長から通知が

あった。

平成23年４月21日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

測量法（昭和24年法律第 188号）第39条において準用する同法第

14条第２項の規定により、宮崎県公報第2212号により公告した公共

測量（基準点測量）が平成23年３月31日終了した旨、高鍋町長から

通知があった。

平成23年４月21日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県教育委員会告示第２号

宮崎県文化財保護条例（昭和31年宮崎県条例第15号）第32条第１

項の規定により、次の表に掲げる件の指定を解除する。

平成23年４月21日

宮崎県教育委員会委員長 近 藤 好 子

宮崎県公安委員会告示第30号

暴力追放運動推進センターに関する規則（平成３年国家公安委員

会規則第７号）第３条第１項の規定に基づき、財団法人宮崎県暴力

追放センターから、名称及び暴力団員による不当な行為等の防止に

発生年月日
発生場所

（区域）

頭

数

患畜、疑似

患畜の別

家畜の

種 類

家畜伝染

病の種類

平成23年

３月16日

宮崎市１患畜馬馬伝染性

貧血

教育委員会告教育委員会告示示

備 考所 在 地名 称種 別

円墳、指定地

の一部の解除

児湯郡新富町大字三納

代字南原2694－６

富田村古墳

７号墳

県指定史

跡

公安委員会告公安委員会告示示
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関する法律（平成３年法律第77号）第32条の２第２項各号に掲げる

事業（以下「暴力追放事業」という。）を行う事務所の名称の変更

届があったので、同規則第３条第２項の規定により公示する。

平成23年４月21日

宮崎県公安委員会委員長 佐 藤 勇 夫

１ 宮崎県暴力追放運動推進センターとして指定した者の名称及び

暴力追放事業を行う事務所の名称

公益財団法人宮崎県暴力追放センター

２ 変更年月日 平成23年４月１日

宮崎県収用委員会告示第３号

土地収用法（昭和26年法律第 219号）第45条の２の規定による収

用の裁決手続開始の決定を次のとおり取り消したので告示する。

平成23年４月21日

宮崎県収用委員会

１ 起業者の名称

宮崎市

２ 事業の種類

宮崎広域都市計画道路事業３・５・６号川原通線及び３・４・

５号昭和通線

３ 裁決手続開始の決定を取り消した土地の所在、地番、地目及び

地積等

所在 宮崎県宮崎市出来島町

４ 土地所有者の氏名及び住所

収用委員会告収用委員会告示示

裁決手続の開始の
決定を取り消した
面積（釈）

地 積（釈）地 目

地 番

実 測公 簿現 況公 簿

20．66131．59197．88宅地宅地180番２

住 所氏 名

愛媛県松山市平井町1379番地の１

愛媛県松山市水泥町 724番地２

愛媛県松山市小栗二丁目３番13号 ベルフラン 203号

登記名義人（亡）山川貞明 法定相続人

山川智三郎（持分36分の１）

村上愉美子（持分36分の１）

山川晃慶 （持分36分の１）

宮崎県日南市大字宮浦4770番地４

宮崎県宮崎市大字本郷北方4057番地44

宮崎県日南市西町一丁目２番18号

神奈川県茅ヶ崎市若松町３番16－ 408号 ソフィア湘南茅ヶ崎

宮崎県宮崎市鶴島一丁目１番19号 エイルヴィラクレストリバー鶴島 602号

東京都江戸川区松島二丁目18番14－ 602号

東京都江戸川区南小岩七丁目38番15号 コーポアイリス 101

東京都江戸川区南小岩七丁目38番15号 コーポアイリス 101

宮崎県宮崎市大字上北方 371番地

宮崎県宮崎市大字上北方1074番地

宮崎県宮崎市下北方町横小路5907番地１

宮崎県宮崎市大字上北方1077番地

宮崎県宮崎市古城町古城6208番地

宮崎県東諸県郡国富町大字塚原 365番地14

宮崎県宮崎市平和が丘北町25番地４

宮崎県宮崎市神宮西二丁目 267番地 神宮ビル 401号

宮崎県宮崎郡清武町大字加納甲1941番地７

登記名義人（亡）長友善吉 法定相続人

長友泰子 （持分8100分の70)

清 澄子 （持分8100分の70)

隈本まり子（持分8100分の70)

山口 正 （持分8100分の70)

山口博子 （持分8100分の70)

戸田政志 （持分8100分の50）

牧田英士 （持分8100分の50）

上記法定代理人 牧田月代

井上ヨシ子（持分8100分の９）

黒木義人 （持分8100分の９）

富永久子 （持分8100分の９）

黒木 博 （持分8100分の９）

黒田テル子（持分8100分の９）

窓宮 勝 （持分8100分の15)

植谷ミネ子（持分8100分の15）

森 道子 （持分8100分の15）

窓山祥但 （持分8100分の45）
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